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指 示 

 

平成２４年３月３０日 

 

南相馬市長 殿 

 写）福島県知事 殿 

 

平成２３年（２０１１年）福島第一原子力発電所 

事故に係る原子力災害対策本部長 

 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所において発生した事故に関し、原子力災害

対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０条第３項に基づき、下記のとお

り指示する。 

 

記 

 

1. 南相馬市における平成２３年３月１２日の原子力災害対策本部長指示により避難

のための立退きを求めた東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キ

ロメートル圏内の区域（前面海域※を含む）及び平成２３年４月２２日の原子力災

害対策本部長指示により設定された計画的避難区域については、平成２３年１２月

２６日に原子力災害対策本部において決定した「ステップ２の完了を受けた警戒区

域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」

を踏まえ、平成２４年４月１６日午前０時をもって別紙のとおり①避難指示解除準

備区域、②居住制限区域及び③帰還困難区域に見直し、各々の区域の居住者等に対

してその旨周知するとともに、引き続き避難を継続させること。 

 

2. 南相馬市における平成２３年４月２１日の原子力災害対策本部長指示により設定

された警戒区域（前面海域※を含む）については、平成２３年１２月２６日に原子

力災害対策本部において決定した「ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指

示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」を踏まえ、平

成２４年４月１６日午前０時をもって解除し、居住者等に対してその旨周知するこ

と。 

 
 

※ 南相馬市と浪江町の陸地の境界線と海岸線との交点の緯度（北緯３７度３０分４

９．６秒）よりも北側の海域であって、東京電力株式会社福島第一原子力発電所

から半径２０キロメートル圏内の海域をいう。  

別添２-２ 
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（別紙） 

 

避難指示解除

準備区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南相馬市小高区 片草の全ての区域 

小高の全ての区域 

大井の全ての区域 

塚原の全ての区域 

仲町の全ての区域 

田町の全ての区域 

関場の全ての区域 

西町の全ての区域 

上町の全ての区域 

東町の全ての区域 

南町の全ての区域 

大町の全ての区域 

本町の全ての区域 

南小高の全ての区域 

福岡の全ての区域 

水谷の全ての区域 

泉沢の全ての区域 

岡田の全ての区域 

村上の全ての区域 

角部内の全ての区域 

蛯沢の全ての区域 

井田川の全ての区域 

浦尻の全ての区域 

下浦の全ての区域 

女場の全ての区域 

耳谷の全ての区域 

行津の全ての区域 

上浦の全ての区域 

神山の字池ノ沢、字馬場前、字馬場下、字堂平、 

字神山下、字竹ノ町、字土橋、字長畑、 

字薮倉、字大豆谷、字砂子町及び 

字藤右エ門屋敷の区域 

上根沢の全ての区域 

小屋木の全ての区域 

吉名の全ての区域 
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避難指示解除

準備区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤木の全ての区域 

飯崎の全ての区域 

大田和の字下川原、字川原、字西田、字前田、 

字浜井場、字広畑、字舘越、字上新田及び 

字下新田の区域 

金谷の字北原、字作廹、字若林、字天梅、字東及び 

字沼尻の区域 

北鳩原の全ての区域 

南鳩原の全ての区域 

小谷の全ての区域 

大富のうち、字蛇バミを除く区域 

羽倉の全ての区域 

南相馬市原町区 雫の字袖原の区域 

小浜のうち、字間形沢を除く区域 

下江井の全ての区域 

小沢の全ての区域 

堤谷の全ての区域 

江井の全ての区域 

米々沢の全ての区域 

大甕の字田堤、字森合、字森合東及び 

字観音前の区域 

高の字町田、字北ノ内、字山梨、字高田、字北川原、 

字権現壇、字原、字鍛冶内、字舘ノ内、 

字弥勒堂、字薬師堂、字御稲荷、字中平、 

字大久保前、字花木内及び字高林の区域 

小木廹の全ての区域 

鶴谷の全ての区域 

大原の字和田城の区域 

南相馬市内国有林磐城森林管理署 

２００４林班、２００５林班、２００７林班から２０１７林班、 

２０２９林班、２０４８林班、２０５５林班、２０９５林班、 

２１３０林班 

居住制限区域 

 

 

 

 

南相馬市小高区 神山の字鯖沢、字蛇クキ及び字松ヶ沢の区域 

大田和の字白根、字中ノ内、字南川原及び 

字中里の区域 

川房の全ての区域 

金谷の字西田、字柳廹、字神田、字南釘野、 
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居住制限区域 字北釘野、字下釘野、字西、字南、字北、 

字上、字鼠内、字向田、字東川原及び 

字西内の区域 

大富の字蛇バミの区域 

南相馬市原町区 片倉の字行津の区域 

馬場の字五台山、字横川及び字薬師岳の区域 

高倉の字助常、字吹屋峠、字七曲、字森及び 

字枯木森の区域 

南相馬市内国有林磐城森林管理署 

２００６林班、２０１８林班から２０２８林班、２０３０林班から

２０４７林班、２０４９林班から２０５４林班、２０５６林班から

２０６３林班、２０６５林班、２０７６林班から２０７８林班、 

２０８８林班の一部、２０８９林班、２０９０林班、 

２０９６林班から２１０２林班 

帰還困難区域 南相馬市小高区 金谷の字小畑、字ドウケ、字出戸間船及び 

字野中の区域 

南相馬市内国有林磐城森林管理署 

２０６４林班、２０６６林班から２０７５林班、２０７９林班から

２０８７林班、２０９１林班から２０９４林班、 

２１０４林班から２１０９林班 

 


